
                                                      

   

 

 

 

〔発行所〕 

浦和警察署地域課 

048-825-0110（代表） 

・身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる など 

・性的虐待……児童への性的行為、性的行為を見せる など 

・ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする など 

・心理的虐待…言葉による脅し、無視、子どものいる家庭で行われた夫婦間暴力 など 

 ※子どもの目の前で夫婦喧嘩をすることや、ＤＶを子どもが目撃することは心理的虐待です。 

 １１月は「児童虐待防止推進月間」です。「１８９」では児童相談所に通告・相談ができます。 
「不自然な怪我がある」「季節にそぐわない服装、薄汚れた服装をしている」「子どもの泣き声や、 
子どもを叱る声などが頻繁に聞こえる」等は児童虐待の早期発見のポイントとなります。 

 警察でも、児童虐待の早期発見と児童の早期保護に努めています。 

 「今、まさに虐待されているようだ」といった緊急の場合は、１１０番通報をお願いします。 

 指名手配被疑者は、あなたの近くで普通に生活を
しているかもしれません。 

 指名手配の写真については警察庁のホームページ
で公開しています。「警察庁 指名手配」で検索する
と閲覧できます。 

 似ている人を見た等の情報がありましたら、警察
に連絡をお願いします。 

 検索 

警察庁ｳｪﾌﾞｻｲﾄ  

 指名手配 あ、似ている！ 

 浦和警察署管内では、毎日のように振り込め
詐欺の電話が各家庭にかかっています。 

 ・お金を取りに行きます 
・キャッシュカードを預かります 
・還付金があります 
・ＡＴＭに行ってください 
 
等の電話がかかってきたら詐欺です！ 
すぐに１１０番通報を！ 

   

いち はや  く 

 被害に遭わないために、 

 在宅時も留守番電話に 

 セット！ 

 犯人と話をしなければ 

 騙されません！ 

 

 

（令和５年９月１日～９月３0日） 

○ 侵入窃盗（空き巣等）・・・・ １件 

○ 車上ねらい・・・・・・・・・ ５件 

○ 自転車盗・・・・・・・・・・ 51件 

 運転免許証の更新や高齢者講習の受講、車

庫証明等の申請手続でキャッシュレス決済が

使用できるようになりました。 

 お手続の際は、クレジットカード、電子マ

ネーなどのキャッシュレス手段をご用意くだ

さい。 

 使用できるキャッシュレス手段など、詳し

くは埼玉県警察または埼玉県出納総務課ホー

ムページをご覧ください。 

 なお、従来使用していた埼玉県収入証紙は

令和５年 12月末で販売が終了し、令和６年１

月以降は、窓口で現金でのお支払いはできな

くなります。 

 

（令和５年 9 月１日～9 月３0 日） 

○ 人身事故・・54 件（前年比＋４件） 

○ 死者・・・・ ０人（前年比±０人） 

○ 負傷者・・・62 人（前年比＋７人） 

○ 物損事故・391 件（前年比＋54 件） 


